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要旨 本稿は 1957 年！立の放す課程~；議会（以下！放浪瀞と 111~ ，Jc）の；jレM!kを中心に。「m,tu が政

科ではなく， l時1111として特設された続料及びその位置づけをIVJらかにしたものである 「道徳」が

仲間！として特設された君¥iiiとして？文部省にとって救科として設泣する均合には現実的 ι吋！日j的｜主l

!iii'が多かったこと！救諜＇iiiでは救利のよ土問に対する反対が強かったことが挙げられる そして！紋

科としての設立［に対する放課帯の反対の原凶として！救，t~！＇iiOl内外l おいて修身科の復活におjする

危叫があったこと！また全fiIT王義道徳投手fに対「る支Hが惚めて強かったことをI叫らかにした こ

れらを辿して本稿は，「辺f,!Uは道借款すの中心に｛立泣づけられておらず！あくまで全mi'i巳義道徳

教育に依存しその布liU!J従に過ぎなかったことを明らかにした

はじめに

!945if'I2月！教育の民主化政策のーっとして！

迎合医J~I以前司令官総司令部（GHQ/SCAP）の

指令をうけ，明治相J却jの「学制」以来，道i!l＼教育

を却っていた修身科は停止された それ以降，教

育課程において明雌な教科を設けず1 学校全体

会教育活動を通じて道i!i＼教育を行うという，いわ

ゆる全[I百主義道徳教育が実践されてきた 一方，

1950年になると，当時の文郁夫自である天野貞

祐が修身利を復活しようと発言した 天野文相の

修身科復活の目論みは結局実現されなかったがI

道徳教育のための教科（以 F.徳育教科と略す）

を設践することがその後も文illi子こ｜主によって繰り

返し主張されていく このようななか1 1957年 7

月！松;k:i.J（文部穴臣は徳育教宇｜の設置を主張する

ばかりでなく＇ 1958 ifから笑施したいと強制す

るようになった 松永文相は｜百］if'9月に教育課程

審議会（以下！教71司l'と略記）に対して諮問を行

い！徳育教科の設置を図ろうとした そして！同

審談会で審談した結果。「道徳の時間」（以下！

「道徳」と記す）が特設された

筆者はこのような動きの！？栄には 子とものし

つけを求める悶民と！国民の愛l主i心を涌援しよう

とする政府との道徳教育に対する姿求の高まりが

あり！しかも双方ともそれを学校教育に求めた結

栄I 「道徳」が特設されたことを明らかにした，，

だが！「道t!U が特設されたもののそれはii~

ノk文相が王探した教科ではなく あくまで時｜！日と

しての特設であった 「道（！＼」はなぜ教科ではな

く時間jとして特設されたのだろうか また時間と

は，教育課程においてどのような位泣づけのもの

なのだろうか 「道徳」の教科化をめぐる談論が

丘、がっている現在こそ，そもそも「道徳」はなぜ

当初から教科として設関されなかったのかを明ら

かにすることが必要だと設者は考える そして！

そのためには。「道徳jの特設について審議を

行った 1957年度の教l.ll'li'iで具体的にいかなる談

論がなされたのかを分析しなければならない

「道徳」の特設に｜刻するこれまでの研究の中でI

教11審の務談内容に活目したものとしては＇ 111田

古史，，や事JI谷山うど｝によるものが挙げられる し

かし，これらの研究は教務審における議論の盤l.lli
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には参考になるが，なぜ「道徳Jが教宇｜ではなく

時間として特設されたのかについてはあまり注意

を払っていない また！山田哲史は放課審の第4

IITIの議事録のみ分析し「道徳」の特設は「所認

『全面玉義Jからさらに踏み出した道徳教育のあ

り方を 学校教育において笑践していくことが

求められるl時代に当時わカヨ国古まさしかかってい

た」心と主践している 確かに文部大臣たちが徳

育教科の設置を唱えたのは，まさに全問主義道徳

教育が不卜分だと考えたからであった。しかし

問題は，教科としての設置を文相たちは望んでい

たのに，それがなぜ実現されなかったのかという

ことである 一方。飯田芳郎は教諜審の審議内容

を分析対匁としないまま，「（「道徳」の特設に対

するー引用者）反対論は ある程の政治目的な

どからなされるj」信的もしくは政策的な反対

論」＂であるとして。「道徳 jがl時間jとして特設

されたのはこのような反対論を緩和したいな｜主｜が

あったと指摘している だが反対論は単に政治的

なll的からのものだと犯J屋してよいのだろうか

また。「道徳jが11守！日！として判設されたのは，単

に反対論を緩和したいというような沼！Blによるも

のだろうか録者は疑問に思う

「illi!t＼」が時間として粕設された経緯を明らか

にするには， 1957 年度の~xr.n ＇帯の白いれ録を分、析

するのが最適である だが。今までの研究におい

ては。教課税の議事録を分析対象として取り上げ

なかったり l 議事録にイ［目した場合でも。その整

理にとどまったり！ほんの一部の議事録しか分析

していない状況にある 結局！「道徳」はなぜ時

｜日jとして特設されたのかという大きな問題が明ら

かにされないままになっている

そこで，本稿では 1957年度の数訴審の議事録

を中心に まず「道徳」がなぜ特設されたのかを

明らかにしていく そのヒで！「道徳jが教科で

はなくI時間として特設された理由を探ってみる

さらに！「道徳」の特設が決定されたあとの教I.Ml

審における議論及びその答申の分析を過して，

「道徳」の教育謀程における位置づけを明らかに

していく

占新

1. 「道徳」の特設

(1) 特設審議に至るまでの経緯

1950年 ll月，天野貞祐文部天庄は修身事lの復

活を主張し， ll月 16日に「道ffj教育の振興につ

いてjを教Rll審に諮問して。徳育教平｜の設置を図

ろうとした ところが。 1951年 1月4日放課審

は「道徳教育は1 学校全体の'i~－任である した

がって各学校においては。全教師はその指導の交

任を自覚しなければならない 道徳教育振興

の方法として！道徳教育を主体とする教科或いは

科目を設けることは望ましくない」ω と答申した

「学校全体j，「全教Hi日」などの言葉が象徴してい

るように，教課税は全I市主義道徳教育のあり方を

支持していることが分かる こうした観点から教

課程は徳育教科の設1i'lを奇定したのであった

修身科の復活は挫折した？｝が，これをきっかけ

に！その後の文部六臣も倍、育教科の設慨を図って。

教謀議への諮問］を繰り返した たとえば，天町文

相｜の後任になった岡野市裂は戦後社会において道

義が瀦廃しているとして，道徳教育を一廓重視す

べきだと主張し， 1952年 12月 19日に「社会科

の改善，特に道徳教育。地主R，歴史教育につい

てJを数l,ll審にi.i'il閉した ここではあくまで社会

科を改善し道徳教育。地迎！！歴史教育の強化を

図ろうという姿勢であった しかし，教諜審の審

訟が進められていくなか， l953 ii' 2月 10日に間

野文相はついに「修身科は独立のものとして置き

たい」＂＇と主張するに歪り！徳育教科を設置しよ

うとするti：向を表明したのである ところが。

1953年8月7El，教i.ll審は。道徳教育は「学校

教育会体の'i＇＼任である jとして！「特定の時間や

特定の期間にまとめてなされることは，効果が少

ないJと答申した” やはり全国主義道徳教育を

堅持L，道徳教育のためにH制苅を設けて行うべき

ではないと結論付けたのである また！清瀬一郎

文相も 1956年3月 12日に「道徳教育を一つ教科

に入れることといたしたい」＇＂＇と王張し。 3月 15

日に「小学校・中学校の教育談程の改善につい

て」を放課審に対して諮問した これを受けて教

認審は 1957年2月8日まで審談を行ったが。「結
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局。道徳教育を強化充実する必要については， ~Ii 

；告がなかったが！光笑強化の具イイ為的内容方法につ

いては今後審談するJ＂＇ことになり！答申に至ら

ずに閉会した 徳育教科の設置はここにおいても

実現されなかった

(2) 松永文相の見解と内藤局長の説明

このようななか。 1957 年 7 月 10 日，松ノk~rは

第一次Ji;'と改造1JqI illの文部六百に就任し 7月末頃

からi'tl背教宇｜の設置を繰り返して唱えるように

なったそして＇ 8月sleiにI 「道徳教育を独立

教科にしなければならない 私のブJ針として

はfij)l院になったので来年からでも笑施したい」＂＇

と述べるに去り！その後もこの芯医lを繰り；izし強

訓した すなわち！松水士杵lは徳育教科を独立さ

せることを決心したばかりでなく. 1958 'I' 4月

から早急に実施したいことも言明したのである

そして， 1957if' 9 月 14 日に！委l~！が入れ科、った

救課程＂＇ （会長 lei ; .. ・:i第四fililにおjして！松永

文相は「小学校 中学校教育課程の改誌につい

てJを諮問し悶び徳育教科の設iu：を図った

rx.課税において松永文相はl 「初版的な措［世」＂

を講じて，道徳教育を振興・充実させたいと主張

した つまり，今までとは追う形で道徳放育を行

うことを述べたのであり＇ ~f~llが再開するmiまで

の発言からすればl 言うまでもなく「！1＇（械的な措

ii'/Jとは徳育教科を指していた 次に＇ 1Jq)jji守三

(if) （初等・＇ i＇等教育局局長）は。訪問事項の説明

において「小・中学校とも道徳的指導のための特

｜向を特設して＇ jJy,学年指導する必要があるのでは

ないかと存じます ・小・中学校における道徳

教育の徹底を図るために結協的な措置を講じた

い」＇＂と主張した 内藤局長も「松根的な措置j

を講じたいと主張しているが！彼が「II寺!ill」とい

う言葉を使っていることに注目すべきであろう

ただこの「時間」が教科としてのII寺llrJなのか否か

ということは。この時点では不明欧であった

このような訟1111を受け！救認審では 1958年3

月8日まで審訟が行われた 道徳教育については！

第 lli'il (9月 14日）の総会！第2回（9月28日）

～第 4ITII (JO月 12日）の初等・ヰ：等合同会を経

て？主に初等分科会（第 5ITII 1957年 10月26

日～第 20巨I・ 1958年 3月8日）' 'i＇等分科会

（第 5IITI 1957 ii' 10 J'J 19日～第 20恒I 1958年

3月81ヨ）において審談された そして， 1958年

3月 15日に＇ f't.謀容は「小学校中学校教育課

桔’の改普についてjを答申し，「道世リを特設す

ることを発表した 以下では総会1 初等 中等合

同会1 そして初等分科会の議事録を中心に＂＂.

「道徳」の特設をめぐっていかなる議論がなされ

たのかをfijjらかにしていく なおl iνjf.録には発

言者の氏名が明記されていないので，氏名が判明

した会長及び一部の文部省側の人々以外は，「委

只J.「文部省」と表記している

(3) 「措置jを前提とした議論の設定

すでに述べたように天間文？？！？｜や阿世］文相そ

して［！？術文相は－l'tして徳育教科の設出を主張し

ていたがl し吋れも実現されなかった では な

ぜ 1957年度の放課税において「道徳」の特設が

実現されたのだろうか第 Ifill (9月 14El）の

総会において ｜村牒局長は前述のように都議司i項

を説明した後l 「改訂教育課程は新しい教科＇；＇ r
を作成するに要する矧問を考lむし l昭和 36

(1961ー引用者）年度より逐次実施したい」＂＇と

説明を続けた これを受けて。委只と局長の｜！日で

は以下のような議論がなされた

委只羽lIJHによると 33(1958ー引用者）年l立

から道徳教育を特別な教科としてやりたい

との口一1111がでているがl 今の説明では 36年

度以降とあるがこれはどういう：ti：昧か

内総局長来年3月までに審議会の結論を,'.I'，し

ていただいた場合l それから学習指導要領の

編集。教科立？の検定などを行うのでl 改訂教

育課程の実施はiiiも早くて 36年になる 道

徳教育は来年からというのはl 大体の方1111を

きめていただけば，教育委員会にしめして。

ある程度来年からでも災施できるという氾味

である 教科にするか！教科にする必要がな

いかを←｜分にご審談mいたい 教科とした場

合！数民の免許と関連するが，これについて

はまだ考えをまとめていない蜘
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ここから分かることは少なくとも 4点ある I 

つ目は学習指導要領の編集や教科書の検定等にi時

間を姿するため。今回改訂する教育謀程は 1961

年度から実施すること 2つ目は火体の方向がiJ.と

まれば，新しい道徳教育は 1958年度から実施で

きること 3つliは現H主主においてこの道徳、教育

を教科にするか否かは決めていないこと そして！

4つ目は教科にする場合は，教員免許の問題があ

るカま これについては考えカミまとまっていないこ

と 道徳教育を娠興するための何らかの「措置」

を前じることは文部省ではすでに決まっているが，

ただそれを教科にするかしないかという問題が

終っているので1 諮問を行ったということだろう

つまり＇ 1957年度の放課税の務識は道徳教育の

ための「持行註」を前じるか百かからスター卜した

のではなく。「措ii'.i」することを前提に。それを

救利にするか否かという［問題から開始されたので

ある このような議論の始め方は文部省にとって

は非常に有利だといえる というのは！「措ほ」

することを前舵に政干｜にするか否かを帯議すると

いうことは。 r-x.干｜の設iu：が実現できなくても！何

らかの「措i世」の実施が可能となるからである

議論の範囲が教科か否かに狭められたなか，第

2問（9月28日）から審議が本格的に始まった

委nの入れ幣えを行ったことも関係しているかも

しれない＇＂＇が！道徳教育のための「措 lfi:Jそのも

のについて質問する委員は非’品にヨなく， 'i'tl閉し

てもあまり議論が行なわれなかったM ほとんど

の委員が文部省の教科にするか否かという訪問の

枠組みにのっとって談論を進めていたように見受

けられる

第2回の務訟において， 7'/f.＼文義（文部省視学

官）は審議事項の布Ii！立説明としてl 「小 中学校

とも道徳的指導のために時間を特設して指導する

必要があるのではないか」rn と述べた ここにお

いても「時間jという言葉が使われていることに

注目すべきであろう 一方で！委員は「今日の新
ママ

聞にコミ臣が道徳教育を独立科目にするといいきっ

ているが！その問題はこの審議会に諮問されてい

る事項である それを審議しない前にはっきり

いったのはどういう詰味か」＂＇と質問した 救認

審において審議される前に，文部大臣が独立数字｜

占新

としての設訟を明確にしているおjことを不満に

思っているのである これにあjして，文部省は

「積極的にやるという程度の考え方であるJ'＂と

答えている つまり！文部省は救！.M＇－容においてH寺

川を特設することを説明し文部穴臣は国会で数

手｜としての設置を主張し続けていたことになる

このようななか，教！，M'審の議論は，教事｜か附｜自jか

という二者択一の談論に絞られたが 「措置Jを

講じることを前提にしていた点では変わりがな

かった

ただ，文部省は｜時間を特設することを主張しで

も この時間は教科ではないと明確に述べていな

かったことにも注目すべきであろう 同じく第 2

Imの懇談において！ある委員は「時間の独立と教

科の独立とはアイデアがゴ｜怖に逃うと思う 教科

にするという紋カミきまっているならはっきり出し

てほしい」と質問したことに対して，文部省は

「JiliIUIの局長の答弁の通りである」と返答＂＇ L, 

救中｜かl時間かについては！あくまで教誠一審で審議

してほしいという姿勢を示している

第31IT!(IOJ')5日）の審議においては！「独立

数字｜をつくって教科古をもうけるということが考

えられるが。これは無味乾燥で。子どもはつまら

ないし先生もこまるし。効果がない」＇＂＇と！教

科書を使って教えるという教育方法の在日点から，

教科の設置に反対する訟見が見られるようになっ

た また，この日の審議において，目的J会長は阜

くも「特別な附lliJをおくことが必姿だということ

について賛成の］＇jは挙手願いたいJ'＂と道徳教育

のための時間の特設の賛否を問おうとした しか

し委員からは「独立教科とするかどうかについ

ては。なお卜分談話すること」ゃ「I時間をもつこ

とと教科をおくこととは！誤解されやすい そう

いう点で決をとるのは少し早いと思う」という反

論が，＇：／：＇，て加，結局採決ができなかった 委員たち

はやはり教科の設置には応路したり，反対したり

する傾向にあったことがわかる また！文部省も

時間の特設を言いつつも，このl時間は教科ではな

いことを言明せず教科かI時間かを得議してほし

いという姿勢を取り続けていた

そして，第4ITII (10月12日）の審議が始まる

前に。コミ烏干見学官は，「道徳、教育を学校教育全体
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でやることは従来週りであって時間を設けてそれ

を1'ili充深化または統合するという考えである そ

の時間の帰導を従来の他の教科と同列に並べて考

えるものではない 時｜町を特設しでも従来の

救宇｜の概念とは相当に違う」＇＂＇と審議事項の補足

説明を行ったすなわち，文部省は。今ITII特設し

ようとする「捕ji'i:」は教科とは穴ーなって H寺！日lで

あることを明確に主張するように33.ったのである

時lllJとしての特設だと打ち明けたことは実に効果

があったと思われる なぜなら，文部省の説明を

受けてI 「私個人としてはこのさい救科にするこ

とは反対だが，ある程度のlliill¥Jをおくことが必要

であると思うJ'＂＇と述べるようになった委只もお

り。教科の設置に反対する委只も文部省の姿勢に

賛同するようになったからである そして，事実I

この日の審議はかなり航測に進められ！日 ＇＂＇：i会長

が再！立挙手を求めたところ。「全只賛成jで「道

徳」の特設が決定されたのであった

このように文相i省によって道徳教育のために

「拙i丘」を諮じることをliiittにI それをWk宇｜にす
るかしないかという二者択一の議論の枠組みが提

供された このようななかI 救謀者の議論は教科

か時間かを＂ i"L、に行われた その結果，委只たち

は数字iではなく， l時lllJを選び1 「illi!Uの特設が

災現されたのである

2. 11"）＇附として特設された理由

では。委員たちはなぜ時IHIを選んだのか。またI

松永文相が Tlして徳育教科の設置を主張してい

るなか，文部省はなぜII寺！HJとしての特設を主張す

るようになったのだろうか

( 1) 文部省内の道徳教育の認識と直面した困

難

文部省が11;¥'ll日としての的設を主張したのは！文

部省、の数字lの設置またはl時間jを特設しようとする

励きに対する教育団体や研究者からの強い批判＂＇’

また教科の設置に対する教ano審の委員たちの強い

反対があったためであろう すなわち，救課税に

おける審議をスムースに進行させ？多方fillからの

批判を緩和させようという思惑があったと考えら

れる しかしこれだけが理由だったわけではな

かった 文部省がllifll¥Jとしての特設を明附2に主張

するようになったのは，文iilVi昔、内における道徳教

育に対する認制と教科にする場合の悶雌のlilj）＇.が！

天きく｜則わっていた

というのは実は第 2ITIIの審議が始まるi)ijの9

月 24日に。文部省では「道徳教育強化プJi法案」

と「⑬道徳教育に｜叫する問題点」が作成されて

いる知 これらはあまりli'目されてこなかった＂＇

が，「道徳」がII寺Ill）として特設された理由を考察

する際には！丞裂な資料である というのは！

「道徳教育強化方策案」にはI 「特設II守Ill）において

は，他の教科および教科外の｛首長}J （特別教育活

動）における道徳指導を補充，深化または統合す

る指導が考l.i¥.¥されなければならない したがって？

これを従来の数手｜といl列において考えることは迎

当ではないJ.「午i設時1:11における指導υ｜悶の立案

に当っては， 従来の救宇！とlfiJ列に考えること

は望ましくなしづと記されているwからである

すなわち， 1957年 9月24日の｜時点で文i'il＞省内

では. j且従＇$！Cl'iのためのlliflllJを特設することを決

定していたのである 特にit日すべきは！このH寺

1:11を教科と同じように考えるのはすiましくないと

繰り返して主張していることである つまり！文

昨日省内において，徳育放干｜の設iU:より｜昨日りをi泣く
ほうが巡徳山J指導に適切だという道徳教育の認iili止

があった

また. liiJ方策案には続いて「道徳指導を救干｜と

すればI 現行法のもとでは免許状を必＊とす

ることになり！当然教育職員免計法の一部改正を

必＊と寸ることとなる したがって救科とし

ないことがffiましし、」対l と記されている さらに

「⑫秘道徳教育に関する問題点jでは！教平｜を設

iU:する場合はl 「徳育の具体的内容及び方法につ

いて！他のJ土利と同程度の許制IIな基準を作成する

必姿がある」。「（I):FY!行法の組旨にてらして！免

許状が必要であり。活動法律＂＂を改正する必要が

ある (2）仮りに。免許状を必要としないとする

場合においても そのことについて＂＇法律を改正

する必要がある」と述べられている日｝ つまり

文部省内では 9Fl 24日のl時点で，教科として設

置する場合は！教育Iii~員免計法の改定。教科書の
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作成及びその検定基準なと≫ w t題が横わたってい

ることが十分に認識されていた

しかし文部省はこの2つの文昔を救謀審に示

すことなく， 10月 12日に「措置jは教科ではな

いことをはっきり示すまで，あくまでも，教科に

するか否かを審議してほしいという姿勢であった

教認審に示さなかった理由については，さらなる

考察が必姿であるが！まず，松永文相の主張への

配見zがあったのではないかと思われる というの

も，そもそも松水文相が徳育数字｜を設mしようと

考えて教i.M＇審に諮問を行ったからである また！

救課税の審議が進められていくなかにおいても！

教科の設置を主張し続けていたことは今まで見て

きた通りである このようななか！文部省内では

救利の設置よりもH寺｜悶を置くほうが道徳的指導に

迎切だという認識があったものの また教科の設

慣が困難だと認識されていたものの，教科として

の設低ではないことをはっきりと訴えにくい状

況附にあったのではないかと考えられるからであ

る また。文部省は数字！にするかしないかという

二者択一の有利な状況をキープしておきたいとい

う思惑もあったのではないかと考えられる。すな

わち。文部省は教科の設i也に和極的でなかったも

のの， ill徳教育を振興させるための「措置」を設

けようとする考えが強かった 多方面から反対を

うけるなか！教科でないことを明言すれば1 「措

置Jも実現する可能性が低くなると文部省が認識

したのではないかと思われる

一方で，文部省が教科ではなく l時lllJの特設と主

張するようになったのもまた，中止ノι文相の主張を

考砲した結果だと考えられる というのは！松永

文相は徳育教科の設置を主張しているだけではな

く， 4 月から早急に笑施したいことも繰り返し~Jl

到していたからである刺 しかし教科として設

置する場合。教科書およびその検定法i¥tの作成や

法律の改定などの手続きが｜間に合わないことを，

文部省はすでに認識していた 文部省は松永文相

の早急に実施しようとする主張に応えざるを得な

い一方で，法律の改定などの難題を避けなければ

ならない状況にあったといえるだろう このよう

ななか，文部省は教科の設mより手続きがより簡

単にできる時間としての特設を王張したのだと考

占新

えられる

つまり。文部省の中では道徳教育に関する認識

は一枚岩ではなかったことと教科にする場合の課

題の多さが，「道徳」が時間として特設された一

つの型liIIIであった

(2) 全面主義道徳教育の支持

f道徳jが時間として特設された最も直接的な

理由は教課審の委員たちが教科ではなく， II寺｜聞を

選択したことであろう では。救課税の委員たち

はなぜ時間を選んだのだろうか教謀者rにおいて！

道徳教育を lつの教科として教科書を設けて教え

ていくのは望ましくないという認識が強かったこ

とは，第 lljiで冊I:認した通りである そして！そ

の%r長には 委員たちに全部主義道徳教育のあり

方に対する強い支持があったことが指摘できる

というのは たとえば，第 3[ij［の審議において

ある委員は「道徳的救利を特設するかしないかに

ついて一応考える必裂がある 社会手｜を中心

として全教科でやることになれば別に教干｜を特設

する必要はないJ＂＇と述べて，全 HIT主義道徳教育

の観点から教科の特設は不必要だと主張している

また！他の委員は「外医｜には宗教で内而的なもの

が培われている 日本にはこれカぎない それを相i

う:0:1朱で文部省が何らかの手を打つのは資成であ

るJ＂＇として！外国のような宗教的環境がない日

本では，文部省がなんらかの形で道徳教育を振興

することに賛成している しかしその前提とし

て，「全教科！全教師の協力が必姿であるJ'＂と
主張している つまり，この委員は文部省の道徳

教育を振興しようとする主張に賛同しているが，

あくまで会所主義道徳教育を維持することを前提

にしているのである

また！第4間の審議では「道徳教育のための時

間を特設することに対して現場は大部分が反対し

ている まして教科の特設は反対している」ゃ

「現場の意見は （道徳教育のためのi時間を設

けることに 引用者）賛成！反対とも一致した

点は全数字iをとおしてやるということである

教科独立は全く反対Jしているといった主張

があり門委員たちは現場の状況を紹介している

これらの委員の言う現場が具体的にどこを指して
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いるのかははっきりしないが学校では時間の特

設に賛否がわかれていても 教科の設置に反対し

全而王義道徳教育を支持している点では一致して

いるというのである 全国主義道徳教育のあり方

を維持すべきだということが道徳教育を行う大前

提であった

では。放課電子では全部主義道徳教育を過して具

体的にどのような道徳教育を目指そうとしたのだ

ろうか放課訴では教育日限と教育方法の河国か

ら議論がなされた たとえば！第2回の審議にお

いて 委只からの「新聞に出たχ臣の談話の中に

愛｜主l心の荷揚がでていたが諮日lの中にふくまれ

ているのかとうかJという質問に対して，文部省

は「私ともは愛｜主l・l.、を1：：；めることを当然のことと

考えている 私と、もとしては！国際社会じ述

mするような日本人の育成に在、をmいねばならな

いと考えている」と述べているの｝ つまり。：文部

省の目指している道徳教育の目標は愛医i心の浦義

にあることがIVJらかである しかし。このことに

ついてこの回の審談においてはあまり議論されな

かった

第3回の審議においては？「’王国心が不必要と

いう｜主｜はどこにもない もd~；のいたるところに愛

医｜心が出ている 今の訟ii；は椅祉国家を求め 人

間；；；c1立が；！，＇；、本になっていると思う 愛［~［心もこの

人間尊重の医i家を打立てる人間を書き成するように

考えたいJ＂＂というような，委只からのお、見が見

られる rxam審において愛国心のt由主主に賛成する

な見を持つ委員が存在したことは刊かな事実であ

る ただ この委員は愛l主［｛、の減退が必要だと主

張しているものの！それはあくまで人間尊重を基

本とするものであった このような考え方は他の

委員たちにも見られるものであり。たとえば「n.
哲 三r；；に対する｜加古ができていないで人｜向性は完

成されない こういうなl来の人間性の教育は全数

字lでやるべきであるJ＂＇＇「自分の氾見としては｜時
間特設にだいたい賛成だが！内容の而についてい

うと。 しつけの問題はあまり玄視されないような

話であったが礼儀作｛去， iil'.l!J！教育。安全教育に

ついても配時、してもらいたい」！「，,pく的な民主主

義のルールを身につけさせることが必要である」

なとのな見が表明されている＂＂ すなわち！救認

審の委良たちが考えている道徳教育の内容とは！

n.普！美の陶冶を過して 人間性を完成させる

ことであり！礼儀作法の重視や民主王義の基本的

jレール！ しつけを中心とした道徳教育であった

また！このような道徳教育を笑現する方法とし

て！委員たちが考えていたのは生活指導である

たとえばl ある委員は「道徳教育は内容的なもの

をきめて伝逃することではない 人間関係を過し

て人Iii!を形成していくのが析しい道徳教育のいき

方である」仰と述べている 他にも「道徳のみな

もとはどこに求めるか それは社会科で生活

を通じて体得されねばならない 修身で欠けてい

るのはこの郎である これは干上会科を中心、にし，

i也教科にも材料があるもので今後ますます作童せ

ねばならないJ伺！といった立見が多く見られた

すなわち 委員たちは，道徳は人間関係や実際の

社会生活を通して体得していくべきものだと主張

していたのである そして！その具体的な方法と

しては 全教科における指導を通じて行うべきで

あり 相会科と日常生活とを結びつけて指導すべ

きだと強潤している

さらに 全而主義道徳教育のあり方に対する支

持は教；W＇審以外にも板めて強 iく存在しており

その立場に立って！多方而からiff.育教科の；lit世は

もとより ｜時［HJの特設にも反対するfl：、見が主張さ

れていた たとえば！文部省王恨の全国校長研究

協議会（1957年 10月23日～10月25日）では

「『道徳教育は現行どおり全教科を通じて行えばよ

いJと 特；¥ltll!fl/iJ”を来年から強行しようとする

文部省の方針に反対する j］＇.見が強く注目され

たJ"＇と相 iじられている 日本数料員組合も

1957年 10月25日に「民主教育雌立の方主｜（第

一次草案）」を発表し。「道徳教育は社会科を中心

とした全教科の中で行う」＇＂万針を決めた また，

日本教育学会教育政i散防別委員会は f道f，＼＼教育に
附する｜問題点（平案）」を作成し 1957年 ll月

13 Elにこれを：ti:>'l古として文部省に提出した

このff：見書では道徳教育は「各数手｜指導，生活指

導を通じて培われるもの」＂＇だ？と強制したヒで！

i官官教科の設置又は道徳教育のための時！日jの特設

は！全面主義道徳教育の教育的効果を削ぐ恐れが

あると主張している さらに1 国会においても！
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たとえば多賀谷真稔（日本社会党）は「道徳の教

育は 他の教科のように知識体系としての教科に

よってはならないということであります かつて，

ベスタロッチは，生活が陶冶するという原理を発

見し！教育の腔史に｛与六な貢献をいたしましたが，

道徳の教育は！なすことによって学ぶのでありま

す 道徳の救育は！特定の科目を設けること

によって行うのではなくて，全教科の中において

こそ取り上げていくべきもの」＇＂だと述べている

多灯谷は道徳教育は特定の教科において知Mtとし

て系統的に教えていくのではなく，生活経験！実

践を通して｜淘冶し 全数字｜を通じて行うべきだと

主張して 教科の設置に反対しているのである

このように1 放課税以外では教科の設置はもと

より！時間jの特設にも強い反対の声があった

方！教訓審では， I時rmの特設に対する反対があっ

たものの 賛成する芯児の方が多かったことは第

I !'iで硝認した述りである 教科の設置に対する

反対と時間の特設に対する反対とは違うが附方

とも救利の設慨に強く反対している点では変わり

がなかった

(3) 修身科復活に対する危慎

委L'lたちがH甘悶の特設を選んだもう一つの脱出

は修身利の復活に対するlit快が強かったことであ

る たとえば！第3恒lの審議において。ある委員

は「道徳教育を強化するためには教科および時｜自j

を設けることが必嬰だと思う 扱い方については

首の修身科の陥った1何？を救う方it＇はいくらもあ

るJ＂＇と述べている 修身科の弊誌とは具体的に

何を指しているのかははっきりしないが，修身科

には弊害があったとこの委員古市部龍していること

は硝かであろう また，他の委員は「戦前自白学

闘で羽仁もと子氏が修身を教えていたが。読告に

よって指導をしていた 時設したII抑[jで道徳

的な教育をやるとすれば結局そういうことしかで

きないであろう 道徳教育を強化することは

賛成である 具体的な教材の配列には研究の余地

があるJ＂＂と述べている そして。このような飢

占からこの委員は教材の配列についてさらなる研

究が必要だと訴えていた また，第4回の審談に

おいては 「（時間を特設すれば引用者）その内

占新

容が古典の鑑1tということになるとインドクトリ

ネーションが考えられ！それが不徹底だから次の

段階として修身にもっていくのではないかと疑い

が持たれるJ刊と述べる委員も存在している l時

間を設ければ，救出Iiによる救え込むような方法！

いわゆる注入教育になりかねず。これも不徹底だ

と考えると，やはり修身科になってしまう，つま

りI昨liJJの特設は結局修身利の復活につながるので

はないかという危倶の念が抱かれていたことがわ

かる 他にも「道徳教育を当面の中心日楳とした

II寺｜叫がぜひ必要である 世 Iii!では道徳教育と

いうと修身の復活を述惣してしまうが。思い切っ

て新しい方訟を採用したらよいjと述べた上で！

「すぐれた名作物語をしみじみと読み，人間の

深みに触れさせる読書指導をしまた欣送教育や

IW~函教育を←l 分取り入れるがよい」と，兵r体的な

指導方法をあげている立見附が見られる このよ

うに，委員たちが修身平｜の復活を危似しているの

は修身科の討＝入教育的な教育方法や教材の配列へ

の懸念があったからだと忠われる また修身利に

ならないように＇ ！＂＼イド［「Jな指導方法をあげている

な見も見られた

一方，日間会長は「道徳教育を徹底させる必袈

カまあるというと l 多くの人々はi1抵市jの1年身のf!J:活

を考えるむきがあるが。在、は政治、的な担i点でなく

日本を本当に民主的なよい国にするため！おのず

から筋金が入っていなければならないと思う」怖

と述べている つまり。日高会長は道徳教育を振

興することが必要だと五張している一方でl それ

は政治的な観点から修身宇｜を復活させることでは

ないことを強制していることがわかる 政治的な

観点とは具体的に何を指しているのかは述べてい

ないが，道徳教育のためのI昨日iを設けるというと 1

「修身科の復活を考えるむきがある」や「i止｜悶で

は道徳教育というと修身の復活を巡怨してしま

うJという先の引用からは，世間で修身平｜の復活

に対して強い反対があることを教課税ではーー分認

識していることは分かる 逆に言えば。世間から

の修身科の復活に対する反対の芦が数謀容にとっ

て大きなプレツンヤーになっていたと見受けられ

る

また！当時，｜止問jでは徳育教科の設置或いはl時
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II司の特設を修身科の復活だと認識していたのは刊

かであった たとえば「道徳」の枯設が決定さ

れたことを受けて 新聞などの主lB(＇.メディアは数

料容における道徳数育に[.YJする都議や教諜審の巡

営そのものに対して批判を強めていた＂＂＇ このよ

うななか！「教育課程審議会では 「新修身科J
の準備が急ピッチーで逃められているおりから I

民 IIJJ二一i九数育団体。約一千人が22日 f道
徳教育研究大会jを聞き l まず文部省が笑施

準備を！.；：.いでいる新修身手｜の!ild目、については一致

して反対のIllトびがあげられたJ"''という報道があ

るように。民｜町の教育団体は「道徳」の特設を修

身科の復活だと認；ii~ し＇ －－；しとなって反対する姿

勢にあった また？｜司会においては たとえば辻

原弘市（日本相会党）はIii身が修身科の教育を受

けたことについてI 「一つの国家的.＇［（ j目、といいま

すか。 "i・えんとする一つのイデオロヰー＇ .＇，旦旬、と

いうものが今振り返ってみますと如実に出てお

る」として！「 つの思想、を織り込んでいこうと

いったような っの目的を文教の行政の中でやろ

うとするならば， そこに一つのIi£悦があるj

と述べている昨 また，多f1 谷口＂~が rn士内陪l は。
国民ill誌のj•,';j筋。愛l主1-L、の熔義という美名の

もとに 1 教ti',j県桔’を改悪し？国家出）＇士の疑いのき

わめて泌阿なカリキュラムを押しつけたり，実質

的修身利の復活や．あるいは救宇I・＇；：回定化の ）Jlii)

を企｜主｜しているヨf'.YfはI nnらかlこ＃k予nuり＇！1ヒの推
進を物持るものJ仲と述べているように。昨党側

からの反対の主張もしばしば児られる このよう

に， I主｜会では，修身利の復活によって自のように

愛医｜心の救育を強化し．国家による官、11.1.統制やイ

デオロギーの押し付けになるのではないかという

ことに強く危供しているのである 言うならば政

治的似点からのlitH'lが強く存在しているのである

このような猛烈な反対を受けて。松1）く文相は「昔

の修身科の！その復帰をするとかなんとかいうこ

とは！寸公も考えておりませんJ＂＇＇と繰り返して
説明せざるを得ない状況にあった ただl そもそ

も松永文相が徳育教科の設置を王践したのは岸信

介内閣の道徳教育を通して医l民の愛匡｜心を訊義し

ようとする強い政治的姿求があったことはすでに

明らかにされてきた附 また。たとえl:f山ヨミ手l)jぷ

mi自民主党）は「修身科を復活さしたからと

いって！若い者の道徳心がー！止に一ーるものではな

いけれども I 店、はそれも－DJ；にはなると 'it;・えるも

のでございますJ“l 発言しているように！与党の

'i＇では修身科の復活に賛成する芯見が Riかに存在

していた

道徳教育をめぐる議論は政記1的な主張と救育（10

な主張とが絡み合って存在することが多い 今ま

で見てきたようにi 放課税では修身科の復活を危

供しているのはその救育方法や教育内容という WJ1

／＼.言うならば教育的観点、からの主張が多かった

ただ．指摘しておかねばならないのは，松永文中｜？

が敦課税に対して諮問を行い！徳育rx.科の設iu：を
l到ろうとした'Ir；誌に，岸内lfllからの強い政治的要

求があったことである また，放課審における議

論もあくまで文部省かり提供された「摘ii'lJを講

じることがすでに決まっているという前徒に辺、づ

いた議論にすぎなかった すーなわち，救E保管にお

ける議論は教育的制点からの主張が多かったとし

ても I そもそもその前提には政治的な嬰求が存在

していることは見逃してはいけない 一方で。救

認智以外では，修身宇lは思！J！統制の道J'l・になりか

ねないという政治的問点、からの主張が強かったと

いうのが事災とみてよかろう

3. 「道徳」の位J位づけ

(1) 教育課程の新分野

このような状況のなかで「道徳」が｜時！日jとして

特設されたが，教育課程における位置づけについ

てはいかに,j議論されたのだろうか たとえば！第

6 IITI ( 11 月2日）の審議では，委員は「時III）特設

という言葉のあいまいきが誤解を引き起こしてい

る今まである ll~'lll) （教科 引問者）の外につ

ぎ足すのではないと言われるが，今までのl昨日jの

'i＂に組み入れるのか それで他教科をへらさない

とすればI 教科外活動のlド；'IIHをとることになるの

かそれがはっきりしないから修身と f／［）逃われ

るJ仰 j と述べている すなわちl 「道徳」の時間

を教科からとるのか，教科以外の活ff9；からとるの

かははっきりしていないため，修身科と IIJJtiわれ

やすいと主張している これに対して，文部省は
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「このl時間は従来の教科とは性格がちがうから教

科の外に置く しかし，従来のクラブ活動や学校

児堂会のようなものとも一寸ちがう」耐と述べ！

「道徳」の位世づけをより明確にした

そして，第7凹（Il月9日）の審談になると！

「道徳Jは「中間的な性格だが，どちらかと言え

ば教科に近い感じがするjという立r見！あるいは

「道徳Jを教科以外の活動に10：くべきだという定

見に賛成しながらも，「そうすると救科のように

きちんと行われなくなる心配はないか」というよ

うな意見ω）が見られる しかし，その一方で！や

はり「教科でないと言った方がよいJ＇＂ゃ「教科

外指導とでもいうべきものであろうJ＂＇という立

見のように，「道徳」を教科以外の活動に位置づ

けようとする委員の方が多かった このようなな

か，文部省は「現在の規定の仕方では教科と教科

以外の活動とになっているが。新たにf立置つ、けを

すればその心配はないJ'＂と「道徳 jを新たに位

世づけることを示唆した

さらにi 第 17凹（1958年2月 15日）の審議

では 「道徳」の位低づけについて再ひP議論がな

された 委員からは「教科以外の活動は生活指導

として道徳教育の実践の場であり，実践のl時間で

ある」。「児童会が道徳指導と別だとすると相立の

閲辿性がうすくなり！道徳指導が浮いてしまって

昔の修身のようになる心配があるから. rその他

の指導』の枠の中で道徳指導を考えたい」という

主改正叩が相次いで出された つまり！委員の＂＇＇で

は教科以外の活動こそが道徳教育の実践の坊であ

り，道徳指治を児童会などの教科以外の活動と別

ill！にすると修身科の復活になりかねないという考

えが強かったことがわかる 「道徳」はやはり教

科以外の活動に位置つ。けるべきだと委貝たちが考

えていたといえるだろう

そして。第 18恒I( 1958年 2Ji 22日）の審議

において！文部省は「道徳の特設l時間については1

差当り 33年度から従来の児笠会等の教科以外の

活動のl時間の一部をこれにあてて実施するが。全

面的に新教育課程が実施されれば教科と道徳指導

を並列させ！児童会は特別教育活動のような形で

別に行われる」w と述べている すなわち。 1958

年度は「道徳」を教科以外の活動の時間の一部を

占新

当てて行うことを認めながら！他方で改訂した教

育課程が全面的に実施されるとき，「道徳」は特

別教育活動と別個にして？新たな分野とすること

を五張したのである そして！最終的に救諜審の

答申では「小学校の教育諜程は，『教科J.r道徳J,

『特別教育活動』および『学校行＞；J：その他jJ＇＂と

いう 4つの領域が並列する形になっている 「道

徳」を新たな分野にしたいという文部省の主張が

実現できた また，文部省が「道徳」を新分野と

して位置づけたのは，教育課程は教科が＇ l＇心であ

り，教科以外の活動はあまり重視されないという

ような考え方が強かったためだ＇＂＇と考えられる

(2) 教科との遣い

「道徳」は教科ではないが！教科と並列なもの

として位置づけられた では！「道徳jと教科と

は具体的にどこが逃うだろうか このことについ

て，教課税では教員養成ゃ：↑自Iiの仕方という 2つ

の方面から議論がなされていた たとえば！第6

回の審議では，委員は「明年4J'Jから笑施するの

は｜主iるのではないか 教員養成機関において

教養をもち見識を持つ教員を在＝成するのにl時間が

かかると思う」＇＂と述べている 一方！文部省は

「道徳教育は学校全体で行うという方針は変えな

いから。特別の教員は置かず，小学校では学級担

任，中学校ではホームルーム，ティーチヤーが担

当するのがよいのではないかj加と説明している

また。 f道徳に評価は剖蛾だが，評価をするのか

どうかJという委員からの質問に対して，文部省

は「仮に評価するとしても悶雑であるし，学校教

育全体で行うという建前から言っても。この時間

だけを切り脱して評価することはおかしいjと答

えているm

つまり i 文部省も道徳教育を評価するのは雄し

いし会国王義道徳教育を行うことを前提にして

いる以上。「道徳jだけを評価するべきではない

と認識していたことがわかる また！「道徳」に

は専門の教師を置かず！抱任の教員によって指導

を行うことを示している

そして，教際審の答申をうけたあと。「道徳」

と教科との迷いについて。内藤局長は教科書を使

わないこと，言Tイ町を行わないこと，専門の担当教
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貝を置かず教員免許1状由主要らないことの 3点に

あると説明していた＂＂ 「道徳」はこれらの 3点

において教科と迷っていたのである これらの点

は｜司時に「道徳」の大きな特徹と見てよかろう

(3) 道徳教育の中心ではない

「道j,;1」は教育諜1"i！の新分明に位置づけられた

が学校の道徳教育においてl どのような位置を

占めるものだと考えられたのだろうか救認審の

答申において「道徳」は！道徳救育の：！•｛、として

位世づけられたわけではなかった というのは

「道徳」の特設については。「学校教育の全体を通

じて行うという方針は変更しないが，現状を反省

し その欠陥を是正しすすんでその徹底強化を

はかるために，新たに道徳数字Iのための！日~n:u を特

設するJ＂＇と教科審は答巾したからである また。

これを受けて 1958,,, 3 i'J 18日 文部省は事務次

官通i主として「『道徳J災施姿年1Jを発表した

そこでも 「道徳教育は。本来学校の教育活動全

体を通じて行うことを恭本とする ・JJI状を反

省してふじゅうぶんなllITを補い さらに，その

徹底をはかるため。新たに『道徳JのII判I)を設け

る」幻｝と述べられている すなわち！「道irtUの

特設はあくまで全国主義巡倍、教育のあり方を変更

しないことを前拠にしており！今まで行われてき

た道徳教育の欠陥の是正や不十分な而lを布IIうもの

としてしか！：！＇、定されていなかったといえるだろう

その後白文部省は「道徳の時間lの指導が。教科

や教科以外の活動における道徳教育を補充し！様

化し統合しまた相互の交流J＂＇を図るものだ
と繰り返して強制している 「道1&1」はあくまで

他の教科や教科以外の活動における道徳教育の布Ii

充や深化！統合，そして交流を図るものにすぎな

かった

つまり 「道徳jは他の救科及ぴ教科以外の活

動における道徳的指導に依存しているとみてよか

ろう というのは，各教科及び教科以外の沼田Jに

おける道徳的指導がなければ，「道徳」において

は，指導の素材がなくなるからである もちろん

それらを結合することも交流することもできなく

なり。「道徳」の存在も無意味になると考えてよ

かろう またl 「道徳Jが教科として設i註されれ

ば他教平｜や教育活動における道徳教育の補充も，

深化も。統合もできなくなることはいうまでもな

い 徳育教科を設J直することと全［自主義道徳教育

を堅持することとは柑いれず。矛盾するものだと

考えられていたのである

おわりに

「道jg＼」の特設が笑現されたのはI 1957年Jえの

救課税における文部省の議論の設定の仕方が徳育

教科を設置すべきか否かではなく，道徳教育を振

興するための「措置」を詳じることをil1i11£にして

いたからであった このような議論の枠組みゆえ

に 救課税における談論も教科か1時！Illかというこ

者択一の問題に狭められた そのj古来1 救鴻審で

は多くの委貝は教科の設慨には反対していたが，

II寺l:rJを設けることには賛成していたため，「ill徳J
が特設された

また「道徳jが時！Illとして特設された一つの耳目

i主iは。文部省が教科を設i置することに税極的では

なかったことが指摘できる そしてそれは！文部

省内では徳育教科を設mすることは道徳的指導に

相応しくないという認識があったこと。また教科

として設置する場合は困出Ii:が多かったことがネげ

られる というのは。教科として特設する場合は，

数民免l司が必嬰となり！教育J!J~lcl 免治法の改定も

必要となるため！玖l'.!if的な陸Il:ltがあった また。

教科古や評価基準のれ成などにはかなりのi時！Illを

要する一方で。松刀く文相の早急に笑施したいとい

う王張にも沿わねばならない状況にあり. I時1::1的
にもJiff；迎であった

そして， H羽田として特設された放も直接的な理

由としてはI rxau！審の委良たちが教科ではなく！

時間を選んだことである 委員たちがII寺！Illを選ん

だのは。教謀者の内外において。修身利の復活に

対する危慌と全間正義道徳教育におlする支持がofl<

かったことが挙げられる ｛事身利の復活について，

世間は修身科をl主l家の思怨統制の道具だと認識し

ており。その政治郎＇ !:J:J味に対する反対の声が根強

く存在していた 一方で。教務審では修身宇｜は無

l味乾燥で教育的効果が少ないのみならず，偽善的

な行為を誘発する恐れがあるというような教育的
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観点からの反対が強かった ただl 教育的観点か

らの主張が多かったとしても。放課審の議論はそ

もそも政治的要求によって開始され。議論の怖も

制限されていたことは指J向しなければならない

いずれにせよ 時間として特設すれば，修身科の

復活への危倶に基つ。いた反対訟見に対応できると

いう利点があったことが考えられる

さらに 委員たちが時間の特設を選択したもう

一つの理由は， lつの教科として教えるという方

法そのものが道徳教育にitlii5しくないと考えたた

めであった そして！その背崇には。全国主義道

徳教育が本道だという道徳教育矧が強かったこと

が考えられる 時間として特設すれば！全部主義

道徳教育のあり方を変更せずに済むため，会頭主

義道徳教育を支持する観点からの反対＇.（）＇.見にもう

まく対応できるという利点があった

全開iciτ義道徳教育に対する支持が強かったこと

はl 「道徳」の位置づけからもうかがい知れる

というのは。「辺地~J は教育課程の新たな分間と

してね設されたが道徳、教育の＂ l＂心に位 111づけら

れておらず。あくまで全部主義道徳教育の補強策

にすぎないというi立10：つけだったからである つ

まり。「道徳jは全国主義道徳教育に依存してお

り！全而主義道徳教育が維持されてはじめてその

存在が可能になる また。「道徳」は教科でない

ことで全国主義道徳教育の補充や深化。または統

合ができると考えられ。特設されたのである

「道徳jが教科でないことは全国主義道館、教育を

維持できる前提である一方で！全部主義道徳教育

が維持されることも同時に，「道徳」が存在でき

る前提となっている 河者はIIいに依存し，者Iiい

合うものだと考えられていた

現在，政府は道徳教育の振興策として。「道徳」

を教科に昇格する方針を｛？とめた また，教科に昇

怖しでも全問主義道徳教育のあり方を変更せず

それを補うための「特別の教科」であると説明し

ている だが，「道徳」を教科にすれば道徳教育

が振興できるか奇かという問題はさておいても。

「特別の教科Jであるとしても！「教科」である以

上。今までの「道徳jの性格とは大きく変わって

いくことはいうまでもない 「道徳Jを教科にす

ることと全国主義道徳教育を変更しないこととは，

占事r

呆たして両立できるものだろうか
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徴と相会的背；；t J r人間.JJ；坑年』第 24号，
京都文学人/iii 耳1l立学研究利。 20日年 12月、
13 28頁を参照されたい

2) 山田哲史「松永京文部χ院の『道徳科j発言と
日出第四tu『道徳と救mNo304 305. 2CCO 

年 140-148頁や「道徳放官のためのl時llilを特
設する方告｜をめぐる論議」『道記！と教育J

No308 309 200 Iゴ！＇. 146 155民
3 ) たとえば押谷由夫『「道徳の時！iilJ成立過松に

出lする研究 泣徳教育の新たな展開一一一J
~（；平館出版， 2COl ljo 

4 ) 111 III jlj・史「「教科』とはきれなかった『道徳jの
l昨日jJ『道徳と救育jNoJIO 31 l. 2叩 2<1°. 316 

ii. 
5) 販問芳自ll「？辺f,¥!Jの時!Illの！1'非論／そのーJr救

官c;,,;/,¥,11E16 析しいj丘他救nの羽，~;J<j 学習1庁究

相， 1979jド. 243只
6) 文部省初：·）：中等放す同小学校.1~！『教育訓i税1i'i;1i\

会答i↑lーはJ1199年， 5j耳
7) ヲミ昨文相の修身朴復活の五張に対して 防＇＂＇＂新

IHIJ や『＞：u1日新IHIJなとの王'Ii'メディアでは反
主lの声が出iまっていた（前掲引11稿. 15頁） ま
た. 1950年 ll }'j 9日に開催された文部有初等
中等教育局の各課長による「辺徳教育に附する
有1Jq述絡協議会」でも？位l育救手lの設世には反
対していた（国立教育政策研究所以育図古館所
；，：~ foclc；文義i日政資料j(V 35 J)). こうした
文部省内の反対立見や世，；itrの反対なども夫貯丈
iIIの修身科j宮市の王張が控折した大きな'Ii'悶だ
と考えられる さらに？当時では！占制平の芯
向も考臨しなければならない状況にあった こ
のことについては改めて般討する必要がある

8 ) 節卜五匡i会衆議院予n：委只会会議録第 20号

1953年2Pl 10日 （なお. I司会会議録からの
引用に｜捺しては。 jj!J会会議録検索システム
(http : //kokkaLndl.go.jp／）を使用した）

9) 前j見 ？教育；1H早！事議会答け1-m 1999年！日一9

)lf. 
10) 第二十l四回会参議院予引委員会会議録節目号，

1956 iド3FJ 12日
ll) 「中等教育課程分科官談会野球経過ならびに審議

引羽（全 16回）」『石川二自ll旧政資料j＼~ (A) 

-35，国立教育政策研究所教育図ぅ！？館所R ペー

ジ数記ii＆なし
12) 紋育記者の会道徳教育研究会「文部省発表
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ii'H!i実施袈制の解説」明治121;11'. 1958年. 9 ID 

)'[. 

13) 1'z,iUiではθ•J(＼＇.中等。学校通信教育の 3 つの
教育.i~！ Tc7'分科訴訟会（以下では分科会とinn
に分かれて＇M.l誌が行なわれた Ii'.只は 60人だが

1957年伎は 47人を任命した 1956 11；皮と 1957
ii' I立の教訓l帝委n名簿（許制は『文部時報j:;r; 
946号 (1956年6月号 4950頁） 向者j963号
( 1957 jドII月号.44Flを参照されたい）より

;11・n：すると このうち 21人が新任であったが！

刊にI 辺Mm官について＇K＇＂誌がなされた初 w
中等分科会は！合わせて 32人の安nのうち. 19 

人が新任であった

14) 「紅刀京文相のあいさつj『戦後道徳救i'i文I出資

料集約E卯l 171 日本図i1i'センター. 20日4*・ 
ベージ数，；c;I＆なし また松ノK文相は救；』帯に

部1111を行う川に。 i且他殺tiは「どうも相会科の

中でIJ少し物足らぬ気がする 私は独j'f.し

た宇｜目を設けた方がよかろう」（第二十六同会参

議院決引委n会会議録第 s・ll.195711三9月9

日）と主似していた このような趣旨の発言は！

ての｛主もo'J!IJ返しなされている

15) 「内政局長の訪問事項の説明」？戦後巡f店、救背丈
は資料抗立＼ ITIYJ 17.I 日本国司センター！

2004年ベン数記 械なし

16) 初等分科会の議；，；は。「中等教育教育品！fl分科群

議会のJ品ぬも内容［！甘にはほとんどよく似た議ゐ

がなされているJ（抑谷 iliHlh1l'. 88 l'[) と指

J悶されているように。 ti'見の限りでも両者の議

山おはよく似ている また 中等分科会の＂＂ ') f !Hi 
が一部入手できないため 本研究においては

初等分科会の司J'Mi¥を中心に！検討を進めてい

くことにした なお以下では法本的に会議名

を省略し。回数と日付だけ記していくことをこ

こで闘っておきたい

17) 前倒 「内総町長の諦lliJ'.)i耳lの説明j ベージ数

J日ii＆なし

18) 「抗 l 開放育課程~，，瀧会，；品引銀J r戦後道徳教育

文献資料集約宜 WI 17J 日本国百七／ター！

2004年。ベージ数記iiほなし （なおすlI回の

総会及び第2悶l～ '1'>4 IITIの初等 中等合i司会の

議事録からの引Illに｜在しては貝塚i'.QflHit修

苅it後道徳教育文献資料1t ;1rnm1 11J 日本国

出セ／ター 2加411：に収録されているものを使

JfJした またいずれもページ数の記紋がない

ため！以 Fでは会議名のみ記すことにする）

19) このような委只の入札担、えについて！たとえばI

辻！点弘iii（日本相会党）は「私が山いた純聞に

よりますと！大体においては六回当初iJll発表な

さったように J~i立の救宇｜を設定していくとい
う方法については 委只諸公は賛成しておらな

かった？そういう見解を！HJいているわけであり

ます それは！日の官談会では！とうも文部

省の諦！Iiiした。いわゆる文部省方針に合致しな

い結論が出そうだ！そこで今度の帝議会委nの

顔ぶれを相当かえたんだ こういうような見方

をしておる」（第二卜六睦l会衆議院文救委只会会

議f事前 34号. 1957年 9月27日）と述べている

このことについては本稿においては詳しく検討

「ることはできないが！少なくとも当時では

今回の委只の入れ詐えは1，~n教科の設置に有利
なように文部省がIT.I到的に行ったと認；1＂されて
いたことを指摘しておきたい

20) たとえば 「特設同！日jは少なくとも小学校では必

'l:cないのではないか教科以外の活動の『出化で

よいと思う」（「的 4 回数rn~：程官談会初。中合

l司会議＇Ji!i¥J）や「吋！日lを考えるということはそ

れほど必裂かJ（同）という委只からのな見がrn
ていたが，これに対して，会長は「i時！liJがなく

てもうまくいくかとうか」（向）と判設吋！日jの.£・

'l:cをiミ践しそれ以上議論されることはなかっ

Tこ
21) 「第2回l救育品1税1iiii1'会和J 'i＇合同会議＇ Ji.録」
22) lllJ l二

23) 松水文相は 1957 Jf' 9月 27日に「やはり独立

した泣WHを位いて」（第二十六国会衆議院文教

委日会会，；邸主~＇ 34号t 19弓7年9月27日）子ど

もに近徳教tiを救えていきたいと主張していた

また怯4文相のこの発言について祈聞では

「道徳は 独立科目を設ける必要があるのでは

ないかJ（「“道徳”を独立科目に一一文相再冊

認j『初日新！iii』1957年 9Fl 28日）と報じてい

る

24) 「仰2回教育問＇Tc帯議会初 中合同会議＇） i・録J

25) !RI L 
26) 「加3回数育課続11；議会初J中合同会議官＇Ji!iH
27) I百j」二
28) IITJ I・ 

29) ［郁4問教育課程＇1ii議会拘J 中合同会議＇MH

30) IITJ上他にも「大阪の尖桁 は制設i時1111が必

'l:cとなっている したがって教科の独立は考え

られていないJ（同）といった立見がみられる

31) 司却l は船 111 ，謙次『＇i~i!i: 道徳教育論史j （上）

(Fl i'i本書店。 1981'I'ーを参照されたい

32) 山凹忠吾「｜主I立教育政策研究所所政わ0:0文花

IEli1H'i1'1-J 所収 f道徳の時lli)J特設（1958>1:) 

i則係資料についてJ（貝塚茂樹 f戦後日本の道iii
教育関係資料にl~Iする基礎的訓3在日f ¥cj （研究成

果報告羽）医1立教育政策研究所 2003Ji' 21 

l'Oによれば。「⑬道徳教育にI到するi問題点j
の作成時期は 「道徳教育強化方策案jと同時期

であるという また筆者が向i認したところ

両者は辿統して絞られて保存されているので！

これらが向H寺WIに作成されたと考えでほぼ1111迷
いないと思われる

33) 今までの研究において！これらの資料に治目し

たものは管見のl眠りでは上記の山匝i忠吾の

資料紹介のみである

34) 「道徳教育強化方策~J 『大品文義｜日政資料j (XII 

・50). 国立教育政策研究所教育図書館所政

ページ数記ii＆なし

35) 向上

36) 史料においては「活動」は手引きで「法fltjと

訂正されている 刊が訂正したか不明
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37) 「そのことについて」と手書きで挿入されている

識が挿入したか不明

38) 「⑬道徳教育に閲する問題点」『穴尚文義i日政資
1ヰj(XII 51），匡I立教育政策研究所教育図当館所

政！ページ数記載なし

39) たとえば1 内藤局長は諮問中墳の説明において

時llllの特設と説明しているが！後年になると

「かつての修身は 中心教科で。それを教えるの

は校長先生であった 今度の『道l!Uも，

そのような教科として 立派な教科；！？もあるよ

うにしたかったが！反対が強く！結局は教科で

なく！特設i主Iiiという不正！Jな形でしか実施で

きなかったのは残念だった」（内旅行町三郎『戦後

教育と私J毎日新聞相. 1982年， 127貰）と回

想している つまり！内政局長も徳育数手｜を作

りたかったのである 文部省内では教科の設世

に臨時する立見がある一方で！内藤局長は教科

の設置を明確に主張していないが松永文相と

同じ考えをもっていたとみてよかろう

40) 松本文相がf官官教科の設111を急いだ姿勢は！「逃

世uが特設された嬰悶の一つだと考えられるが。

これについて本稿では詳細｜に分析することはで

きなかったただそれには以下のような理由

が存在していたことを指摘しておきたい 国民

の道徳教育の仮拠を求める戸が高まったことや

文部省内で道徳教育を系統的に教えていくべき

だと求める戸が強かったこと！岸首相は就任以

~と－J't して愛国心政育の丞嬰セtを唱え。道徳教
育の振興を求めていたこと 1958年に総選挙が

f｝えており l 自山民主党には総選挙までに道徳

教育の振興に力を入れていることをとうしても

国民に示したいという思惑が存在していたこと

である これらは今後の叫組としたい

41) 「お3町教育課程審議会初 中合同会議＜Ji'.録J
42）戸JJ二
43) 向上
44) r~＞ 4 問教育課程腎談会初 中台向会議事録J
45) 「筋2問教育課程審議会初。中合同会議事録1
46) 「有＇3田教育課程訴訟会担J 中合同会議事録J
47) 岡上

48) 「第4回教育諜程官談会初 中合間会誠司吋主J
49) 「第2悶教育課程辞談会相J 中合同会議当時世J
50) 「tli3問教育課程審議会初。中合同会議当時王j

51) 「校長先生しぶい顔ー『道徳教育のH寺llllJ特設

に」『f耳目指rlifJJ1957年 10月25日
52) 「日放組の新文教政策J 『ii:to~新聞』 1957 年 10

月26El. 
53) 「道徳教T守に閲する｜問題点、（草案）J『戦後道徳教

古文献資料集第TIWJ 17J 日本国主：センター！

2叩4i]<, 37頁

54) 第三十七国会衆議院本会議会議録第 2号， 1957

if' 11月2日

55) 「第3回教育課程務部会初 中合同会議事録J
56) 同上
57) 「第4田l教育課程帯談会f)J 中合同会議引銀」

58) i司上

59) 「第3回教育課程審議会初 中合同会話＇~＇］時刻

占新

60) たとえばI 「道徳教育についての世論がまだ一本

の線にかたまっていないのに 結論をf2.ぐ必＇）＇，！

はない」（社説「道徳教育を実際にどうやるか」

日正El，；主任liflJ1957年 ll月 12日）や「文部省の

審議課税にも問題がある 政党人である文部文

庄が店自に選んだ官談会で1 文部省が企画立案

した道徳教育計画をl 釦lliiJを決めて諮問IL. し

かも秘？をEにされていることは疑問だと思う」

（「遊館教育に反対一一日本教育学会が文部省に

TI見書j『朝日新聞J.1957年 II月 14日）など

の記事がしばしば見られた

61) 「民間j教育団体の研究穴会一一生きた道徳教育

を『修身科Jにはあくまで反対」『読売新聞』

（夕刊） 1957年 10月25日
62) 第二 i一六回会衆議院文教委民会会議録第 34号！

1957 'I' 9月21101. 

63) 第二卜七郎会衆議院本会議会議録第2号. 1957 

年lI fj 2日
64) 向上

65) 前掲Jillfi::;,9 12頁を参開されたい

66) 第二十七回会1議院外務委只会会議録第3号
1957年11月8日

67) 「第 6IITI初等教育教育課程分科都議会議事録j

『店内端子旧政資料』国立教育政策研究所教育図

羽目出所i.t. 5頁 （なおI 初等分科官談会の説

.'Ji・録からの引JlJにi出しては。匡i立教育政策研究

所教育閣当館所h, flJ＼＇.内1:1，：子旧政資料』に収録

されているものを使用した 以下では会談名と

ベージ数のみ表記することにする）

68) 同上
69) 「第H!I初等教育教育諜続分科審議会議事録」. 4 

頁
70) 向上

71）同ヒ. 5頁
72) 向上.4頁

73) 「第 17回初等教育教育課程分科帯談会議引銀J.
4頁

74) 「第 18田村j寺教育教育諜税分科1Pi議会議事録j

4頁
75) 前掲？『教育課程審議会答申－m 1919年. 62 

頁
76) 教31＼帝の官設において「学校教育ではやはり教

科が中心だJや「学校教育で教科にi止もウエイ

トがあるのはもっともだが！教科以外の活動も

一層主主I!してゆきたいJ（「第 18問初等教育教育

ZH¥l分宇｜瀞議会議事録」 3頁）なとの王張が行

われていることからI 当時では教科以外の教育

活動があまり1防止される傾向になかったことが

見受けられる

77) 「第6回初等教育教育；］q[j'i[分科脊談会議事録」. 8 

頁

78) 向上 3頁
79) 向上. 8 9貰
80) 第二十八国会衆議院文教委只会会議録第 12号，

1958 il'J月26日

81) 前lm.I教育課程審議会答申 r:u 1999年 70

頁
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82) 前拘！『文部省発表道徳実施嬰籾の併説J1958 

'I' 28 l'L 

幻） 文部省『小学校道徳指司王担J明治121古 1958年！
11 ¥Ci. 

Establishment of Special Time for“Dotoku” 

一一一Minutesof the Curriculum Council in 1957一一一

TONG Zhanxin 

Graduate School of Human and Envicomncntal Stndics/.ISPS毘csca叩hFellow, 

Kyoto University, Kyoto 606 8501 Japm1 

811111111111:1• This paper examines the Minutes of the「urriculmnCouncil in 1957, detailing the circnmstanccs 

of the implementation of" Di5tok11 (Mo al Class) as a Special Horn・ item instead of a regular "hcol subject, 

and also elm i日csthe sigrnlicmcc of”Dotoku" m post-war edueallon in Japan The reasons fm・ settmg up 

”Dotoku as a Special Hour item were: I) The Edu叩 tionMinistry anticipated that settiug“D610/w" as a 

regular school subject would叩 usemany i田uesiu practトealityaud schcduliug; 2) The C 1rrieulum Couucil 

had a st1.，α1g objection to settiug up "D6toku" as a regular school subject due to the fear of potentially叩storing

the“Sf111sfl/11 (Ethie Education iu the prewar period); 3) Education leaders strongly supported the idea of 

moral edueation being part of all educational activities，“Ze11111e11s/111gi Dδtoku (Comprehensive Moral 

Educati叩） T 1e positioning of“Dotoku", though lauuchcd into the sehool education, w出 not問伊吋edas the 

essential pm t of moral educat旧n;111stead，氏、叩sgiven as a supplement to“Zenm叩＜！111giDδ1ok11" 


